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■問合せ　南条子育て支援センター　　　　℡ 0778－47－2411問合せ　南条子育て支援センター　　　　℡ 0778－47－2411
　　　　　今庄子育て支援センターわかば　☎ 0778－45－0788　　　　　今庄子育て支援センターわかば　☎ 0778－45－0788
　　　　　河野子育て支援センター　　　　☎ 0778－48－2321　　　　　河野子育て支援センター　　　　☎ 0778－48－2321３月の主な活動

子育て支援センターだより子育て支援センターだより子育て支援センターだより子育て支援センターだより

【河野子育て支援センター】

26日（水） 児童館のお友達とふれあい遊び
時　間 午前 10 時 30 分～午前 11時

 場　所 河野子育て支援センター

【南条子育て支援センター】

3日（月） ひなまつり会
時　間 午前 10 時 30 分～午前 11時 30分

 場　所 南条子育て支援センター
定　員 先着８組（要予約）
4日（火） ベビーヨガ
時　間 午前 10 時 30 分～午前 11時 30分

 場　所 南条子育て支援センター
 講　師 角正　佳己 氏
定　員 先着６組（要予約）

13日（木） 絵本の読み聞かせ
時　間 午前 11 時 30 分～午前 11時 45分

 場　所 南条子育て支援センター
 講　師 図書館司書　藤川　智加 氏

3/28（金）・3/31（月）は、新年度準備のため閉所します。

【今庄子育て支援センターわかば】

7日（金） ママのためのリフレッシュ講座
時　間 午前 10 時 30 分～午前 11時 30分

 場　所 今庄子育て支援センターわかば
 講　師 子育てマイスター　松井　久美 氏
定　員 先着５組（要予約）
持ち物　フェイスタオル１枚

花粉症
　花粉が飛ぶ季節になりました。近年、赤ちゃんや小
さなお子さんが花粉症になるケースが増えているそう
です。お子さんの花粉症を予防するために、ご家庭で
できる花粉対策をご紹介します。
•外出は花粉の飛散が少ない午前中にする。
• 外から帰ってきたときは、家に入る前に衣類をはら
うなどして花粉を落とす。

• 布団や洗濯物をなるべく家の中に干す。外で干した場
合は、取り込む際によくはらい花粉を落とす。　など

子育て

今日もいい日

マイナンバーカード「出張申請受付」を行います！
出張申請受付とは？　 町職員が、ご自宅を訪問し、無料での顔写真撮影および申請手続きを行います。できあがった

マイナンバーカードは、後日ご自宅へお届けしますので、役場へ出向く必要がありません。
●対象となる方　　　▪南越前町に住民登録をしている方　▪役場に来庁することが困難な方
　　　　　　　　　　▪マイナンバーカードを初めて申請する方
●申請に必要なもの　①本人確認書類（Ａの書類１点またはＢの書類２点）
　　　　　　　　　　　Ａ  運転免許証、身体障害者手帳、パスポート など
　　　　　　　　　　　Ｂ  資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳 など
　　　　　　　　　　②個人番号通知カードまたは個人番号通知書  ※ 紛失された場合は職員にお伝えください。
※ 申請から受け取りまで１か月程度かかります。
■問合せ　町民税務課　☎ 0778－47－8015

ご希望の方は
お気軽に
ご相談ください！

相談名 日時等 場　所 問合せ

障がいのある方の
お悩み個別相談会

（要予約）

3 月 19日（水）13：00～ 16：00
〈内容〉障がいのある方やその家族の方に安心して、より快適
な生活を送っていただけるよう、日常生活でのお悩みを専門
相談員がお受けします。※1人あたりの相談時間は50分

南条保健福祉センター 保健福祉課
☎ 0778－47－8007

結婚相談

3 月 5日（水）、9日（日）、19日（水）　
13：00～ 15：00 南条保健福祉センター 当日の相談電話

☎ 0778－47－3767
3 月 2日（日）、20日（木・祝）
13：00～ 15：00 今庄住民センター 当日の相談電話

☎ 0778－45－1111
3 月 6日（木）
13：00～ 15：00 河野住民センター 当日の相談電話

☎ 0778－48－2111

行政相談 3 月 20日（木・祝）9：00～ 11：00
相談委員  井上　英之さん（金粕） 南条保健福祉センター 観光まちづくり課

☎ 0778－47－8013
法律相談
（要予約）

3 月 11日（火）13：00～ 16：00
相談員  近藤　憲彦 弁護士 南条保健福祉センター 社会福祉協議会南条本所

☎ 0778－47－3767

相談名 日時等 場　所 問合せ

悩みごと
総合相談会
（要予約）

3 月 16日（日）9：30～ 12：30
相談員   精神科医師、公認心理師、弁護士、
  依存症相談員、女性相談支援員
※来所または電話による個別相談（1回 40分）
申込締切　3月 12日（水）

福井県南越合同庁舎
（越前市上太田町 41-5）

福井県丹南健康福祉センター
☎ 0778－22－4135

町外

消防署からのお知らせ
Information from Fire Department

■問合せ　南消防署　☎ 0778－45－0119　　南消防署　河野分署　☎ 0778－48－3119

春先は空気の乾燥と強風で、火災が発生しやすい時季になります。火の取り扱いには十分注意しましょう！

春の火災予防運動 ３月20日（木・祝）～26日（水）令和7年

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、以下の場合を除いて野外焼却は禁止されています。違反すると罰
則の対象となりますので注意しましょう。
　ドラム缶焼却・ブロック積み焼却・穴を掘っての焼却は、野外焼却と同様の行為です。

〈例外として野外焼却が認められている行為〉
１．国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
２．震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
３．風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
４．農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
５．たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの

▼注意点
　例外として認められている場合であっても、気象条件等により火災予防上危険であると判断される場合、煙や異臭等に
よる苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合などは、焼却の禁止・制限・消火等を要請することが
ありますので、ご協力をお願いします。

知っていますか？　野外焼却（野焼き）は禁止されています！

　やむを得ず上記適用除外の野外焼却を行う場
合は、火災とまぎらわしい煙または火炎を発す
るおそれのある行為として、火災予防条例に基
づき消防署への届け出の提出が必要です。

　なお、この届け出は、事前に焼却行為を把握
し誤報により消防機関が出動するなどの混乱を
避けるためのものであり、届出を受理すること
により、ほかの法令に係る焼却行為を認めるも
のではありません。

★★★ 焼却行為を始める前の注意点 ★★★
１． 乾燥注意報などが出ているときや風の強いときはやめま
しょう。

２．水バケツ、消火器など消火の準備をしましょう。
３． 火災と間違われて消防署に通報されるおそれがありますの
で、日没までに必ず終わらせ消火しましょう。

４．火を消すまで、その場を離れないようにしましょう。
５．火の粉がとばないように、少しずつ燃やしましょう。
６．必ず火が消えたことを確認しましょう。

ホームページ

お子さんの鼻水や目のかゆみが
止まらないなどの症状が続いた場
合は花粉症を疑い、かかりつけ
医に相談してみましょう。


